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外国年金管理（アメリカ特許） 

 

 

アメリカ特許に関する規定は以下のとおりです。 

 

１．存続期間は出願日から２０年です。 

  登録日の入力時に存続期限はセットされます。 

２．年金に関しては「登録日から３年６ヶ月、７年６ヶ月、１１年６ヶ月」 

  とされています。 

 

ＫＥＭＰＯＳ上では以下のように扱います。 

 

１．出願・国内移行時には（出願日）、出願番号の入力を行うのみで、特に期限は発生しません。 

２．登録時に年金期限の起算日がセットされ、登録日から３年６ヶ月の初回年金期限が設定されます。 

  また、存続期限も出願日から２０年が設定されます。 

 

設定事項 

１．出願種別の設定は以下の通りです。 

 

・ 存続期限は出願(遡及)から 20 年とします。 

・ 年金納付期限は登録日を起算日とします。 

・ 初回年金期限は３年６ヶ月後ですので、設定納付年に-42(42 ヶ月)を設定します。 

・ 最終納付年に 11 を設定します。 

・ 年金期限管理は４年毎となりますので年金納付年に 4 を設定します。



 

２．手続設定 

 

 

・ 出願時には何も発生しませんので「出願」を使用します。 

・ 登録時に初回年金期限と存続期限を発生させますので、 

「登録」（存続期限の計算あり。年金期限は設定による）を使用します。 

 

３．登録の入力画面 

 

 



・ 登録日、登録番号を入力します。 

 

・ メッセージが表示され、年金起算日に登録日がセットされます。 

 

 

 

・ 納付年には３年と６ヶ月が設定されています。 

・ 年金起算日には登録日が設定されています。 

・ 登録日から３年６ヶ月後の初回年金期限が設定されています。 

・ 出願日（原出願がある場合は遡及）から２０年の存続期限が設定されています。 


